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平成２７年度の調査審議等の状況 

（平成２７年４月～平成２８年３月） 

 

 

Ⅰ 全体 

 

１ 諮問・答申件数 

平成２７年度の諮問件数は１，１５３件，答申件数は１，２２６件である。 

なお，平成１３年度から平成２７年度までの総諮問件数は１３，１８５件，総答申

件数は１１，８３８件であり，平成２７年度末時点で審議中の件数は８４２件である。 

 

○情報公開関連と個人情報保護関連の総計 

［平成２７年度］                 （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 

情報公開 ９０９ １，０２１ ３８ 

個人情報保護 ２４４ ２０５ ７ 

合  計 １，１５３ １，２２６ ４５ 

 

［平成２７年度］                 （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 

行政機関 １，０３５ １，０９４ ４３ 

独立行政法人等 １１８ １３２ ２ 

合  計 １，１５３ １，２２６ ４５ 

 

［平成１３年度～平成２７年度］                 （単位：件） 

 諮問件数 

 

（a） 

答申件数 

 

（b） 

取下件数 

 

（c） 

審議中の件数 

（平成２７年度末） 

（a-b-c） 

行政機関 １１，５９１ １０，４２０ ４００ ７７１ 

独立行政法人等 １，５９４ １，４１８ １０５ ７１ 

合  計 １３，１８５ １１，８３８ ５０５ ８４２ 

 （注）答申件数の行政機関と独立行政法人等の別は諮問時の別による。 

 

１－１ 中間答申 

平成２７年度においては，情報公開・個人情報保護審査会運営規則２４条３項の規

定に基づく中間答申の実績はなかった。 

 

１－２ 取下げ 

平成２７年度における諮問事件の取下げは，合計で４５件であり，その内訳は以下

のとおりである。 
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（取下げ件数及び理由の内訳）                              

諮問種別 行政機関 独立行政法人等 合計 

情報公開 ３７件 １件 ３８件 

個人情報保護 ６件 １件 ７件 

合計 ４３件 ２件 ４５件 

 

取下げ理由 件数   

不服申立人の自主的な取下げ ９件  

審査会意見通知 ２９件  

全部開示 ０件  

改めて開示決定等を実施 ３件  

却下 ４件  

合計 ４５件  

 

２ 答申結果の分類 

平成２７年度に出された答申件数（１，２２６件）のうち，諮問庁の判断は妥当で

ないとしたもの（一部妥当でないとしたものを含む。）は，３３８件（２７．６％）で

ある。 

 

 情報公開 個人情報保護 合計 

諮問庁の判断は妥当でな

いとしたもの 

７３件 

（７．１％） 

２０件 

（９．８％） 

９３件 

（７．６％） 

諮問庁の判断は一部妥当

でないとしたもの 

１８６件 

（１８．２％） 

５９件 

（２８．８％） 

２４５件 

（２０．０％） 

小計（諮問庁の判断は妥当でない (一部妥当でないも含む) としたもの） 
３３８件 

（２７．６％） 

諮問庁の判断は妥当であ

るとしたもの 

７６２件 

（７４．６％） 

１２６件 

（６１．５％） 

８８８件 

（７２．４％） 

合計 
１，０２１件 

（１００％） 

２０５件 

（１００％） 

１，２２６件 

（１００％） 

 
答申結果の分類 

情報公開      個人情報保護        合計 
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３ 平均処理期間・審議回数 

平成２７年度の答申（１，２２６件）について，平均処理期間は３０９日，平均審

議回数は２．５回であり，最短の事件では３６日で処理が終了しており（平成２７年度

（独情）答申第５８号），最長の事件では１，８６９日かかっている（平成２７年度（行情）

答申第８４０号）。 

なお，インカメラ決定のみであった審議を除いた平均審議回数は２．０回である。 

答申までの所要日数の分布をみると，全体の約２分の１は９か月以内で答申を出し

ており，全体の約３分の２は１２か月以内に答申を出している。 

 
 

４ 口頭意見陳述，口頭説明聴取等の実績 

平成２７年度の答申（１，２２６件）についてみると， 

（１）不服申立人等から口頭意見陳述の聴取を行った実績はない。 

（２）諮問庁から口頭説明を聴取したとする記載のあるものは２件である。 

（３）平成２７年度に不服申立人等の口頭意見陳述及び諮問庁の口頭説明の聴取を

地方において行った実績はない。 

（４）調査審議の経過欄に，「参考人」と記載のあるものはない。なお，審査会発足

以降の実績は，後掲の別表のとおりである。 

 

５ インカメラ 

平成２７年度の答申（１，２２６件）についてみると，対象文書又は対象保有個人

情報を見分したとの記載があるのは６２８件である。 

（注）答申の調査審議の経過欄に，「本件対象文書の見分」等と記載されている答申数である。対象文

書が不存在である場合，存否応答拒否の正当性が争われている場合，一定の様式に記入された個

人情報であり，その記載項目によって開示・不開示の判断が可能な場合など，事柄の性格上イン

カメラ審理を要しない場合がある。 

 

６ ヴォーンインデックス 

平成２７年度の答申（１，２２６件）についてみると，諮問庁から情報公開・個人

情報保護審査会設置法（以下「設置法」という。）９条３項の資料（ヴォーンインデッ

クス）の提出を受けたとの記載があるものはない。 

（注）ただし，ヴォーンインデックスと呼ぶことが適当であるかどうかは別として，諮問庁が自主的

に，あるいは事務局の要請に応じて開示請求対象文書等の内容を整理した資料を提出している場

合がある。 
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７ 特徴のある事件 

不存在事件，存否応答拒否事件等の特徴のある諮問事件については，以下のとおり

である。 

 

（諮問）                             （単位：件） 

 情報公開 個人情報保護 合 計 

不存在事件 ２０８ ３８ ２４６ 

存否応答拒否事件 ４８ １ ４９ 

文書等の特定を争う事件 １６８ ２０ １８８ 

逆ＦＯＩＡ事件 ６ ０ ６ 

行政文書等非該当事件 １ ２ ３ 

適用除外事件 ２ １６ １８ 

その他事件 ４７６ １６７ ６４３ 

合計 ９０９ ２４４ １，１５３ 

（注）「不存在事件」，「存否応答拒否事件」，「文書等の特定を争う事件」，「行政文書等非該当事件」， 

「適用除外事件」とは，当該特徴のみを争った諮問事件をいう。以降，本資料において共通。 

 

諮問件数     情報公開（９０９件）       個人情報保護（２４４件） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計（１，１５３件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不存在
208
22.9%

存否応答

拒否
48
5.3%

文書の

特定
168
18.5%

逆FOIA
6

0.7%
行政文書

等非該当
1

0.1%

適用除外
2

0.2%

その他
476
52.4%

不存在
38

15.6%

存否応答

拒否
1

0.4%

保有個人

情報の

特定
20
8.2%

保有個人情

報

非該当
2

0.8%

適用除外
16
6.6%

その他
167
68.4%

不存在
246
21.3%

存否応答

拒否
49
4.2%

文書等の

特定
188
16.3%

逆FOIA
6

0.5%

行政文書等非

該当
3

0.3%

適用除外
18
1.6%

その他
643
55.%
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（答申）                             （単位：件） 

 答申件数 答申結果別の内訳 

情報 

公開 

個人情

報保護 
合 計 

妥当でない 

妥当 

である 

 全部を 

妥当で

ない 

一部妥

当でな

い 

不存在事件 ２０８ ４０ ２４８ １６ １３ ３ ２３２ 

存否応答拒否事件 ５１ ３ ５４ １１ １１ ０ ４３ 

文書等の特定を争う事件 １６４ ２６ １９０ ２８ ２６ ２ １６２ 

逆ＦＯＩＡ事件 ７ ２ ９ ２ ０ ２ ７ 

行政文書等非該当事件 ４ ３ ７ ３ ３ ０ ４ 

適用除外事件 ５ １０ １５ ０ ０ ０ １５ 

その他事件 ５８２ １２１ ７０３ ２７８ ４０ ２３８ ４２５ 

合 計 １，０２１ ２０５ １，２２６ ３３８ ９３ ２４５ ８８８ 

 

答申件数 

情報公開（１，０２１件） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
個人情報保護（２０５件） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

合計（１，２２６件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答申結果別の内訳 

「妥当でない（一部妥当でないも含む）」

（３３８件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「全部を妥当でない」（９３件） 

 
 
 
 
 
 
 
 

「妥当である」（８８８件） 

 
 
 
 
 
 
 
 

不存在
40

19.5%

存否応答

拒否
3

1.5%

保有個人

情報の

特定
26

12.7%

逆FOIA
2

1.0%

保有個人情

報

非該当
3

1.5%

適用除外
10
4.9%

その他
121
59.0%

不存在
232
26.1%

存否応答

拒否
43
4.8%

文書等の

特定
162
18.2%

行政文書等非

該当
4

0.5%

逆FOIA
7

0.8%

適用除外

15
1.7%

その他

425
47.9%

不存在

208
20.4%

存否応答

拒否

51
5.0%

文書等の

特定

164
16.1%

逆FOIA
7

0.7%

行政文書

等非該当
4

0.4%
適用除外

5
0.5%

その他

582
57.0%

不存在
248
20.2% 存否応答

拒否
54
4.4%

文書等の

特定
190
15.5%

逆FOIA
9

0.7%

行政文書

等非該当
7

0.6%
適用除外

15
1.2%

その他
703
57.3%

不存在
16
4.7%

存否応答

拒否

11
3.3%

文書等の

特定
28
8.3%

逆FOIA
2

0.6%

行政文書

等非該当
3

0.9%

その他

278
82.2%

不存在
13

14.0%

存否応答

拒否
11

11.8%

文書等の

特定
26

28.0%

行政文書

等非該当
3

3.2%

その他
40

43.0%
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７－１ 不存在事件 

不存在事件については，平成２７年度で２４６件（情報公開２０８件，個人情報保

護３８件）の諮問を受け，平成２６年度以前の諮問も含め，２４８件（情報公開２０

８件，個人情報保護４０件）について答申を出している。 

この不存在事件に関する答申のうち，全部を妥当でないとされたもの（文書が存在

するとされたもの等）は，１３件あり，情報公開関連が１１件（注１），個人情報保護

関連が２件（注２）である。 

（注１）平成２７年度（行情）答申第１６号，第１７号，第３６号，第３７号，第１６１号，第１７

７号，第１９１号，第２９８号，第６１９号，第７９６号及び第９１３号 

（注２）平成２７年度（行個）答申第４１号及び平成２７年度（独個）答申第１８号 

 

７－２ 存否応答拒否事件 

存否応答拒否事件については，平成２７年度に４９件（情報公開４８件，個人情報

保護１件）の諮問を受け，平成２６年度以前の諮問も含め，５４件（情報公開５１件，

個人情報保護３件）について答申を出している。 

この存否応答拒否事件に関する答申のうち，全部を妥当でないとされたものは，１

１件あり，情報公開関連が１０件（注１），個人情報保護関連が１件（注２）である。 

（注１）平成２７年度（行情）答申第１４５号，第２１０号，第２３４号，第２６５号，第３２３号，

第３９１号，第３９２号，第５４２号及び第６５２号並びに平成２７年度（独情）答申第７３

号 

（注２）平成２７年度（行個）答申第１１２号 

 

７－３ 文書・保有個人情報の特定を争う事件 

文書・保有個人情報の特定を争う事件については，平成２７年度に１８８件（情報

公開１６８件，個人情報保護２０件）の諮問を受け，平成２６年度以前の諮問を含め，

１９０件（情報公開１６４件，個人情報保護２６件）について答申を出している。 

この文書等の特定を争う事件に関する答申のうち，全部を妥当でないとされたもの

は，２６件あり，情報公開関連が２０件（注１），個人情報保護関連が６件（注２）であ

る。 

（注１）平成２７年度（行情）答申第２６号，第２１７号，第３０３号，第３５２号，第３５３号，

第４５０号，第４６０号，第４６６号，第４８２号，第４９６号，第４９７号，第５６３号，

第５８６号，第６９４号，第７０５号，第７３８号及び第９１４号並びに平成２７年度（独

情）答申第３８号，第３９号及び第８１号 

（注２）平成２７年度（行個）答申第２５号，第７７号，第８１号，第８２号，第９３号及び第９４

号 

 

７－４ 逆ＦＯＩＡ（第三者不服申立て）事件 

処分庁が開示するとした部分について，第三者が当該部分の不開示を求める逆ＦＯ

ＩＡに関する事件については，平成２７年度に６件（情報公開６件）の諮問を受け，

平成２６年度以前の諮問を含め，９件（情報公開７件，個人情報保護２件）について

答申を出している。 

 

７－５ 行政文書等非該当事件 

行政文書等非該当事件については，平成２７年度に３件（情報公開１件，個人情報

保護２件）の諮問を受け，平成２６年度以前の諮問を含め，７件（情報公開４件，個

人情報保護３件）について答申を出している。 

この行政文書等非該当事件に関する答申のうち，全部を妥当でないとされたものは，

３件あり，情報公開関連が２件（注１），個人情報保護関連が１件（注２）である。 

（注１）平成２７年度（行情）答申第５８１号及び平成２７年度（独情）答申第５４号 
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（注２）平成２７年度（行個）答申第１４０号 

 

７－６ 適用除外事件 

適用除外事件については，平成２７年度に１８件（情報公開２件，個人情報保護１

６件）の諮問を受け，平成２６年度以前の諮問を含め，１５件（情報公開５件，個人

情報保護１０件）について答申を出している。 

 

８ その他 

原処分について，「違法」等であるとして取り消すべきとした答申については，次の

とおりである。 

 

８－１ 理由の提示の不備 

原処分は理由の提示に不備がある違法なものであるとして，これを取り消すべきと

した答申は，９件（注）である。 

（注）平成２７年度（行情）答申第２５１号，第５８１号及び第９２４号並びに平成２７年度（独

情）答申第２８号，第３５号，第３７号，第４０号，第４９号及び第５０号 

 

８－２ 行政文書の一部を特定 

行政文書の一部を特定した原処分には法の解釈適用の誤りがあるとして，これを取

り消すべきとした答申は，１件（注）である。 

（注）平成２７年度（行情）答申第５８６号 

 

８－３ 保有個人情報の特定 

対象となる保有個人情報を特定せずに行われた原処分は違法なものであるとして，

これを取り消すべきとした答申は，６件（注）である。 

（注）平成２７年度（行個）答申第７８号，第７９号，第８１号，第１３４号，第１３５号及び第１

３６号 

 

８－４ 形式上の不備 

形式上の不備を理由に不開示とした原処分について，これを取り消すべきとした答

申は，３件（注）である。 

（注）平成２７年度（行情）答申第５９２号及び第５９３号並びに平成２７年度（行個）答申第８８

号 

 

８－５ その他 

原処分には，通知書の記載から処分の内容が把握できないという重要な瑕疵（か

し）があり，違法であるので，取り消すべきとした答申は，１件（注）である。 

（注）平成２７年度（行情）答申第２４７号 

また，一部訂正決定の原処分について，本件訂正請求は利用停止請求として処理す

べきとして，これを取り消すべきとした答申は，１件（注）である。 

（注）平成２７年度（行個）答申第４４号 

 

９ 総会（委員の全員をもって構成する合議体） 

 

９－１ 総会 

平成２７年度は，設置法６条２項に基づく総会は開催しなかった。 
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９－２ 運営会議 

平成２７年度には，情報公開・個人情報保護審査会運営規則２９条に基づく運営会

議は開催しなかった。 

 

 

１０ 各部会の調査審議回数 

各部会は，原則として毎週，定例日を定めて調査審議を行った。 

 

 調査審議回数 

第１部会 ３３回 

第２部会 ３４回 

第３部会 ３３回 

第４部会 ３３回 

第５部会 ３３回 
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（別表）答申の調査審議の経過欄に，「参考人」と記載のあるもの 

 行情（注１） 独情（注２） 

平成１３年度 ５５  

平成１４年度 

８３，１６４，１８１，２７

９， 

３９５，４２６，４２７，４２

８， 

４２９，４３０，４６９，５２

７ 

 

平成１５年度 

３７０，４５４，５０９，５９

０， 

５９１ 

４４ 

平成１６年度 ３１９，４８８，５５５  

平成１７年度 

１２９，１３０，１３３，２３

０， 

２３１，４８８ 

９ 

平成１８年度   

平成１９年度  １０３ 

平成２０年度 ２６２  

平成２１年度 ２８８，３３０ ６，１０ 

平成２２年度   

平成２３年度   

平成２４年度 ５３７，５３８  

平成２５年度 ４２２  

平成２６年度   

平成２７年度   

（注１） 数字は答申番号である。 

（注２） 個人情報保護について，該当する答申はない。 
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Ⅱ 情報公開 

 

１ 諮問・答申件数 

平成２７年度の諮問件数は９０９件，答申件数は１,０２１件である。 

なお，平成１３年度から平成２７年度までの総諮問件数は１０,８９７件，総答申件

数は９,８２２件であり，平成２７年度末時点での審議中の件数は６３８件である。 

 

 ○情報公開関連 

［平成２７年度］                 （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 

行政機関 ８２７ ９３１ ３７ 

独立行政法人等 ８２ ９０ １ 

合  計 ９０９ １，０２１ ３８ 

 

［平成１３年度～平成２７年度］                 （単位：件） 

 諮問件数 

 

（a） 

答申件数 

 

（b） 

取下件数 

 

（c） 

審議中の件数 

（平成２７年度末） 

（a-b-c） 

行政機関 ９，８２９ ８，８９４ ３４７ ５８８ 

独立行政法人等 １，０６８ ９２８ ９０ ５０ 

合  計 １０，８９７ ９，８２２ ４３７ ６３８ 

 

 

２ 答申結果の分類 

平成２７年度に出された答申件数（１，０２１件）のうち，諮問庁の判断は妥当で

ないとしたもの（一部妥当でないとしたものを含む。）は，２５９件（２５．４％）で

ある。 

 

 行政機関 独立行政法人 合計 

諮問庁の判断は妥当で

ないとしたもの 

６０件 

（６．４％） 

１３件 

（１４．４％） 

７３件 

（７．１％） 

諮問庁の判断は一部妥

当でないとしたもの 

１６３件 

（１７．５％） 

２３件 

（２５．６％） 

１８６件 

（１８．２％） 

小計（諮問庁の判断は妥当でない (一部妥当でないも含む) としたも

の）  

２５９件 

（２５．４％） 

諮問庁の判断は妥当で

あるとしたもの 

７０８件 

（７６．０％） 

５４件 

（６０．０％） 

７６２件 

（７４．６％） 

合 計 
９３１件 

（１００％） 

９０件 

（１００％） 

１，０２１件 

（１００％） 
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答申結果の内訳 

       行政機関       独立行政法人 

      
 

 

３ 平均処理期間・審議回数 

平成２７年度の答申（１，０２１件）について，平均処理期間は３１０．５日，平

均審議回数は２．６回であり，最短の事件では３６日で処理が終了しており（平成２７

年度（独情）答申第５８号），最長の事件では１，８６９日かかっている（平成２７年度（行

情）答申第８４０号）。 

なお，インカメラ決定のみであった審議を除いた平均審議回数は２．０回である。 

答申までの所要日数の分布をみると，全体の約２分の１は９か月以内で答申を出し

ており，全体の約３分の２は１２か月以内に答申を出している。 

 

 
 

 

４ 口頭意見陳述，口頭説明聴取等の実績 

平成２７年度の答申（１，０２１件）についてみると， 

（１）不服申立人等から口頭意見陳述の聴取を行った実績はない。 

（２）諮問庁から口頭説明を聴取したとする記載のあるものは２件である。 

（３）調査審議の経過欄に，「参考人」と記載のあるものはない。 

 

 

 

答申所要日数 

（
件
数
） 

（所要日数） 
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５ インカメラ 

平成２７年度の答申（１，０２１件）についてみると，対象文書を見分したとの記

載があるのは５３３件となっている。 

（注）答申の調査審議の経過欄に，「本件対象文書の見分」等と記載されている答申数である。対象

文書が不存在である場合，存否応答拒否の正当性が争われている場合，一定の様式に記入された

個人情報であり，その記載項目によって開示・不開示の判断が可能な場合など，事柄の性格上イ

ンカメラ審理を要しない場合がある。 

 

 

６ ヴォーンインデックス 

平成２７年度の答申（１，０２１件）についてみると，諮問庁から設置法９条３項

の資料（ヴォーンインデックス）の提出を受けたとの記載があるものはない。 

（注）ただし，ヴォーンインデックスと呼ぶことが適当であるかどうかは別として，諮問庁が自主的

に，あるいは事務局の要請に応じて開示請求対象文書の内容を整理した資料を提出している場合

がある。 

 

 

７ 特徴のある事件 

不存在事件，存否応答拒否事件等の特徴のある諮問事件については，以下のとおり

である。 

（単位：件） 

 諮問 

件数 

答申 

件数 

答申結果別の内訳 

妥当でない 
妥当 

である 
 全部を 

妥当でない 

一部妥当

でない 

不存在事件 ２０８ ２０８ １４ １１ ３ １９４ 

存否応答拒否事件 ４８ ５１ １０ １０ ０ ４１ 

文 書 の 特 定 を 争 う 事 件 １６８ １６４ ２１ ２０ １ １４３ 

逆ＦＯＩＡ事件 ６ ７ ２ ０ ２ ５ 

行政文書等非該当事件 １ ４ ２ ２ ０ ２ 

適用除外事件 ２ ５ ０ ０ ０ ５ 

その他事件 ４７６ ５８２ ２１０ ３０ １８０ ３７２ 

合 計 ９０９ １，０２１ ２５９ ７３ １８６ ７６２ 

 

諮問件数（９０９件）       答申件数（１，０２１件） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

不存在
208
22.9%

存否応答

拒否

48
5.3%

文書の

特定

168
18.5%

逆FOIA
6

0.7%
行政文書

等非該当

1
0.1%

適用除外

2
0.2%

その他

476
52.4%

不存在
208
20.4%

存否応答

拒否
51
5.0%

文書の

特定
164
16.1%

逆FOIA
7

0.7%

行政文書

等非該当
4

0.4%
適用除外

5
0.5%

その他

582
57.0%
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答申結果別の内訳 

「妥当でない（一部妥当でないも含む）」（２５９件） 「全部を妥当でない」（７３件）  

   

 

 

     
 
 
 
 
 
 

 

 

    「妥当である」（７６２件） 

 

 

 

７－１ 不存在事件 

不存在事件については，平成２７年度に２０８件の諮問を受け，平成２６年度以前

の諮問も含め，２０８件について答申を出している。 

この不存在事件に関する答申のうち，全部を妥当でないとされたもの（文書が存在

するとされたもの等）は，１１件（注）である。 

（注）平成２７年度（行情）答申第１６号，第１７号，第３６号，第３７号，第１６１号，第１７７

号，第１９１号，第２９８号，第６１９号，第７９６号及び第９１３号 

 

７－２ 存否応答拒否事件 

存否応答拒否事件については，平成２７年度に４８件の諮問を受け，平成２６年度

以前の諮問も含め，５１件について答申を出している。 

この存否応答拒否事件に関する答申のうち，全部を妥当でないとされたものは，１

０件（注）である。 

（注）平成２７年度（行情）答申第１４５号，第２１０号，第２３４号，第２６５号，第３２３号，

第３９１号，第３９２号，第５４２号及び第６５２号並びに平成２７年度（独情）答申第７３ 

 

不存在
194
25.5%

存否応答

拒否
41
5.4%

文書の

特定
143
18.8%

行政文書等

非該当
2

0.3%

逆FOIA
5

0.7%

適用除外
5

0.7%

その他
372
48.8%

不存在
11

15.1%

存否応答

拒否
10

13.7%

文書の

特定
20

27.4%

行政文書等

非該当
2

2.7%

その他
30

41.1%

不存在
14
5.4%

存否応答

拒否

10
3.9%

文書の

特定

21
8.1%

逆FOIA
2

0.8%

行政文書等

非該当

2
0.8%

その他
210
81.1%
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７－３ 文書の特定を争う事件 

文書の特定を争う事件については，平成２７年度に１６８件の諮問を受け，平成２

６年度以前の諮問を含め，１６４件について答申を出している。 

この文書の特定を争う事件に関する答申のうち，全部を妥当でないとされたものは，

２０件（注）である。 

（注）平成２７年度（行情）答申第２６号，第２１７号，第３０３号，第３５２号，第３５３号，第

４５０号，第４６０号，第４６６号，第４８２号，第４９６号，第４９７号，第５６３号，第５

８６号，第６９４号，第７０５号，第７３８号及び第９１４号並びに平成２７年度（独情）答申

第３８号，第３９号及び第８１号 

 

７－４ 逆ＦＯＩＡ（第三者不服申立て）事件 

処分庁が開示するとした部分について，第三者が当該部分の不開示を求める逆ＦＯ

ＩＡに関する事件については，平成２７年度に６件の諮問を受け，平成２６年度以前

の諮問を含め，７件について答申を出している。 

 

７－５ 行政文書等非該当事件 

行政文書等非該当事件については，平成２７年度に１件の諮問を受け，平成２６年

度以前の諮問を含め，４件について答申を出している。 

この行政文書等非該当事件に関する答申のうち，全部を妥当でないとされたものは，

２件（注）である。 

（注）平成２７年度（行情）答申第５８１号及び平成２７年度（独情）答申第５４号 

 

７－６ 適用除外事件 

適用除外事件については，平成２７年度に２件の諮問を受け，平成２６年度以前の

諮問を含め，５件について答申を出している。 

 

８ その他 

原処分について，「違法」等であるとして取り消すべきとした答申については次のと

おりである。 

 

８－１ 理由の提示の不備 

原処分は理由の提示に不備がある違法なものであるとして，これを取り消すべきと

した答申は，９件（注）である。 

（注）平成２７年度（行情）答申第２５１号，第５８１号及び第９２４号並びに平成２７年度（独

情）答申第２８号，第３５号，第３７号，第４０号，第４９号及び第５０号 

 

８－２ 行政文書の一部を特定 

行政文書の一部を特定した原処分には法の解釈適用の誤りがあるとして，これを取

り消すべきとした答申は，１件（注）である。 

（注）平成２７年度（行情）答申第５８６号 

 

８－３ 形式上の不備 

形式上の不備を理由に不開示とした原処分について，これを取り消すべきとした答

申は，２件（注）である。 

（注）平成２７年度（行情）答申第５９２号及び第５９３号 
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８－４ その他 

原処分には，通知書の記載から処分の内容が把握できないという重要な瑕疵（か

し）があり，違法であるので，取り消すべきとした答申は，１件（注）である。 

（注）平成２７年度（行情）答申第２４７号 
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Ⅲ 個人情報保護 

 

１ 諮問・答申件数 

平成２７年度の諮問件数は２４４件，答申件数は２０５件である。 

なお，平成１７年度から平成２７年度までの総諮問件数は２，２８８件，総答申件数

は２，０１６件であり，平成２７年度末時点で審議中の件数は２０４件である。 

 

○個人情報保護関連 

[平成２７年度]                   （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 

行政機関 ２０８ １６３ ６ 

独立行政法人等 ３６ ４２ １ 

合  計 ２４４ ２０５ ７ 

 

     （単位：件） 

 行政機関 独立行政法人 

諮問件数 答申件数 取下件数 諮問件数 答申件数 取下件数 

開示請求関連 １８８ １５０ ５ ３１ ４０ １ 

訂正請求関連 １８ １０ １ ４ ２ ０ 

利用停止請求関連 ２ ３ ０ １ ０ ０ 

合 計 ２０８ １６３ ６ ３６ ４２ １ 

 

 

［平成１７年度～平成２７年度］                  （単位：件） 

 諮問件数 

 

（a） 

答申件数 

 

（b） 

取下件数 

 

（c） 

審議中の件数 

（ 平 成 ２ ６ 年 度

末） 

（a-b-c） 

行政機関 １，７６２ １，５２６ ５３ １８３ 

 開示請求 １，６５０ １，４３５ ４８ １６７ 

 訂正請求 ９９ ８０ ４ １５ 

 利用停止請求 １３ １１ １ １ 

独立行政法人等 ５２６ ４９０ １５ ２１ 

 開示請求 ４４２ ４１５ １３ １４ 

 訂正請求 ６５ ５８ ２ ５ 

 利用停止請求 １９ １７ ０ ２ 

合  計 ２，２８８ ２，０１６ ６８ ２０４ 

 開示請求 ２，０９２ １，８５０ ６１ １８１ 

 訂正請求 １６４ １３８ ６ ２０ 

 利用停止請求 ３２ ２８ １ ３ 

（注）答申件数の行政機関と独立行政法人等の別は諮問時の別による。 
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２ 答申結果の分類 
平成２７年度に出された答申件数（２０５件）のうち，諮問庁の判断は妥当でないと

したもの（一部妥当でないとしたものを含む。）は，７９件（３８．５％）である。 
 

 行政機関 独立行政法人 合計 

諮問庁の判断は妥当でな

いとしたもの 

１８件 

（１１．０％） 

２件 

（４．８％） 

２０件 

（９．８％） 

諮問庁の判断は一部妥当

でないとしたもの 

５３件 

（３２．５％） 

６件 

（１４．３％） 

５９件 

（２８．８％） 

小計（諮問庁の判断は妥当でない (一部妥当でないも含む) としたもの） 
７９件 

（３８．５％） 

諮問庁の判断は妥当であ

るとしたもの 

９２件 

（５６．４％） 

３４件 

（８１．０％） 

１２６件 

（６１．５％） 

合 計 
１６３件 

（１００％） 

４２件 

（１００％） 

２０５件 

（１００％） 

 

答申結果の内訳 

行政機関         独立行政法人 

       

 

 

３ 平均処理期間・審議回数 

平成２７年度の答申（２０５件）について，平均処理期間は２９９．４日，平均審議

回数は２．５回であり，最短の事件では３９日で処理が終了しており（平成２７年度（行

個）答申第８３号），最長の事件では１，００２日かかっている（平成２７年度（独個）答申

第５号）。 

なお，インカメラ決定のみであった審議を除いた平均審議回数は，２．１回である。 

答申までの所要日数の分布をみると，全体の約２分の１は９か月以内で答申を出して

おり，全体の約３分の２は１２か月以内に答申を出している。 
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４ 口頭意見陳述，口頭説明聴取等の実績 

平成２７年度の答申（２０５件）についてみると，不服申立人等から口頭意見陳述を

聴取したとする記載のあるものはなく，諮問庁から口頭説明を聴取したとする記載のあ

るものもない。また，調査審議の経過欄に，「参考人」と記載のあるものもない。 

 

 

５ インカメラ 

平成２７年度の答申（２０５件）についてみると，対象保有個人情報を見分したとの

記載があるのは９５件となっている。 

（注）答申の調査審議の経過欄に，「本件対象保有個人情報の見分」等と記載されている答申数である。

対象保有個人情報が不存在である場合，存否応答拒否の正当性が争われている場合，一定の様式に

記入された個人情報であり，その記載項目によって開示・不開示の判断が可能な場合など，事柄の

性格上インカメラ審理を要しない場合がある。 

 

 

６ ヴォーンインデックス 

平成２７年度の答申（２０５件）についてみると，諮問庁から設置法９条３項の資料

（ヴォーンインデックス）の提出を受けたとの記載があるものはない。 

（注）ただし，ヴォーンインデックスと呼ぶことが適当であるかどうかは別として，諮問庁が自主的に，

あるいは事務局の要請に応じて対象保有個人情報の内容を整理した資料を提出している場合がある。 

 

 

７ 特徴のある事件 

不存在事件，存否応答拒否事件等の特徴のある諮問事件については，以下のとおりで

ある。 

答申所要日数 

（
件
数
） 

（所要日数） 
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（単位：件） 

 諮問 

件数 

答申 

件数 

答申結果別の内訳 

妥当でない 
妥当 

である 
 全部を 

妥当でない 

一部妥当

でない 

不存在事件 ３８ ４０ ２ ２ ０ ３８ 

存否応答拒否事件 １ ３ １ １ ０ ２ 

保有個人情報の特定を争う事件 ２０ ２６ ７ ６ １ １９ 

逆ＦＯＩＡ事件 ０ ２ ０ ０ ０ ２ 

保有個人情報非該当事件 ２ ３ １ １ ０ ２ 

適用除外事件 １６ １０ ０ ０ ０ １０ 

その他事件 １６７ １２１ ６８ １０ ５８ ５３ 

合 計 ２４４ ２０５ ７９ ２０ ５９ １２６ 

                                 

諮問件数（２４４件）          答申件数（２０５件） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不存在
38

15.6%

存否応答

拒否
1

0.4%

保有個人

情報の

特定
20
8.2%

保有個人情

報

非該当
2

0.8%

適用除外
16
6.6%

その他
167
68.4%

不存在
40

19.5%

存否応答

拒否
3

1.5%

保有個人

情報の

特定
26

12.7%

逆FOIA
2

1.0%

保有個人情

報

非該当

3
1.5%

適用除外
10
4.9%

その他

121
59.0%
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答申結果別の内訳  

「妥当でない（一部妥当でないも含む）」（７９件）  「全部を妥当でない」（２０件） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「妥当である」（１２６件） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７－１ 不存在事件 

不存在事件については，平成２７年度では３８件の諮問を受け，平成２６年度以前の

諮問も含め，４０件について答申を出している。 

この不存在に関する答申のうち，全部を妥当でないとされたもの（文書が存在すると

されたもの）は，２件（注）である。 

（注）平成２７年度（行個）答申第４１号及び平成２７年度（独個）答申第１８号 

 

７－２ 存否応答拒否事件 

存否応答拒否事件については，平成２７年度に１件の諮問を受け，平成２６年度以前

の諮問も含め，３件について答申を出している。 

この存否応答拒否事件に関する答申のうち，全部を妥当でないとされたものは，１件

（注）である。 

（注）平成２７年度（行個）答申第１１２号 

不存在
2

2.5%

存否応答

拒否
1

1.3%

保有個人情

報の

特定
7

8.9%

保有個人情

報

非該当
1

1.3%

その他
68

86.1%

不存在
2

10.0%

存否応答

拒否
1

5.0%

保有個人情

報の

特定
6

30.0%保有個人情

報

非該当
1

5.0%

その他
10

50.0%

不存在

38
30.2%

存否応答

拒否
2

1.6%

保有個人情報

の

特定
19

15.1%
保有個人情報

非該当
2

1.6%

逆FOIA
2

1.6%

適用除外
10
7.9%

その他
53

42.1%
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７－３ 保有個人情報の特定を争う事件 

保有個人情報の特定を争う事件については，平成２７年度に２０件の諮問を受け，平

成２６年度以前の諮問を含め，２６件について答申を出している。 

この保有個人情報の特定を争う事件に関する答申のうち，全部を妥当でないとされた

ものは，６件（注）である。 

（注）平成２７年度（行個）答申第２５号，第７７号，第８１号，第８２号，第９３号及び第９４号 

 

７－４ 逆ＦＯＩＡ（第三者不服申立て）事件 
処分庁が開示するとした部分について，第三者が当該部分の不開示を求める逆ＦＯ

ＩＡに関する事件については，平成２７年度は諮問はなかった。平成２６年度以前の

諮問も含め，２件について答申を出している。 

 

７－５ 保有個人情報非該当事件 

保有個人情報非該当事件については，平成２７年度に２件の諮問を受け，平成２６年

度以前の諮問を含め，３件について答申を出している。 

この保有個人情報非該当事件に関する答申のうち，全部を妥当でないとされたものは，

１件（注）である。 

（注）平成２７年度（行個）答申第１４０号 
 

７－６ 適用除外事件 

適用除外事件については，平成２７年度に１６件の諮問を受け，平成２６年度以前の

諮問を含め，１０件について答申を出している。 

 

８ その他 

原処分について，「違法」等であるとして取り消すべきとした答申については，次の

とおりである。 

 

８－１ 保有個人情報の特定 

対象となる保有個人情報を特定せずに行われた原処分は違法なものであるとして，こ

れを取り消すべきとした答申は，６件（注）である。 

（注）平成２７年度（行個）答申第７８号，第７９号，第８１号，第１３４号，第１３５号及び第１３

６号 

 

８－２ 形式上の不備 

形式上の不備を理由に不開示とした原処分について，これを取り消すべきとした答

申は，１件（注）である。 

（注）平成２７年度（行個）答申第８８号 

 

８－３ その他 

一部訂正決定の原処分について，本件訂正請求は利用停止請求として処理すべきと

して，これを取り消すべきとした答申は，１件（注）である。 

（注）平成２７年度（行個）答申第４４号 
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Ⅳ  付言の実績 

当審査会では，答申において，諮問庁（又は処分庁）における情報公開・個人情報保護

制度の運用が不適切である場合や，同制度の運用そのものの問題ではないにしても，同制

度の円滑かつ適切な運用を行うために必要な措置について付言を行うことがある。 

平成２７年度の答申を整理すると，８６件の答申において付言がみられ，開示決定等の

理由の提示など１４の項目にわたって意見が述べられている。 

主な項目別件数としては，諮問の遅れ・早期諮問に関する付言（２２件）が最も多く，

続いて，開示決定等における対象文書の表記に関する付言（１１件），開示の実施手続に

関する付言（１０件），情報提供に関する付言（９件），文書等の特定に関する付言（８

件），開示決定等の理由の提示に関する付言（７件）などという順になっている。 

各項目の主な付言の該当部分は，以下のとおりである。 

（注） 一つの答申において，複数の項目にわたって付言しているものもある。 

 

１）諮問の遅れ・早期諮問について付言したもの（２２件） 

・ 本件諮問は，異議申立て後，６年９か月余を経過してされている。本件対象文書の不

開示理由からして，異議申立てから諮問までにそれほど長期間を要するものとは到底考

え難く，本件諮問は，遅きに失したといわざるを得ない。諮問庁においては，今後，開

示決定等に対する不服申立事件における諮問に当たって，迅速かつ的確に対応すること

が望まれる。 
（平成２７年度（行情）答申第６６１号） 

・ 本件は，異議申立てから諮問までに約５年９か月という極めて長い期間が経過してお

り，「簡易迅速な手続」による処理とは言い難く，本件異議申立ての趣旨及び理由に照ら

しても，諮問を行うまでに長期間を要するものとは考え難い。 

諮問庁においては，今後，開示決定等に対する不服申立事件における諮問に当たって，

迅速かつ的確な対応が望まれる。 

（平成２７年度（行情）答申第４０９号） 

など 

 

２）開示決定等における対象文書の表記について付言したもの（１１件） 

・ 原処分における行政文書開示決定通知書には，「開示請求書における『請求する行政

文書の名称等』欄の記載」として，本件開示請求書の「請求する行政文書の名称等」欄

に記載されている文言と同一の文言が記載されており，具体的な文書名が特定されてお

らず，原処分でいかなる文書が対象文書として特定されたのかが明確とはいえない。 

処分庁は，原処分において，特段の支障がない限り，本件対象文書の具体的な文書名

を特定する必要があったというべきであり，今後，法９条１項及び２項の趣旨を踏まえ，

行政文書開示決定通知書には原則として具体的な文書名を明示するべきである。 

（平成２７年度（行情）答申第６１８号） 

・ 通知書には，対象となる保有個人情報が記録されている行政文書の名称を明記した上
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で，その不開示部分を特定明示すべきであり，処分庁・諮問庁においては，今後，法に

基づき開示決定等を適切に行うことが強く望まれる。 

（平成２７年度（行個）答申第８１号） 

など 

 

３）開示の実施手続について付言したもの（１０件） 

・ 本件開示決定通知書においては，業務提案書について「表紙を除き不開示とする」旨

記載されているが，当該不開示部分について除外して実施されており，その数量につい

ても「法人文書の種類・数量等」欄に計上されていないと認められる。開示の実施に当

たっては，ページ全体を不開示とした部分についても本件対象文書の一部である以上，

これについて実施すべきであり，また，当該部分の数量についてこれを明らかにしない

場合，開示請求者の不服の判断等に支障を与える可能性も想定できることから，明らか

にすべきである。 

今後，開示請求に係る事務手続において，適切に対応することが望まれる。 

（平成２７年度（独情）答申第２０号） 

・ 原処分は，開示請求の対象ではない文書２に記録された保有個人情報を特定して誤っ

て開示したものであり，今後，開示決定等及び開示の実施に当たっては，同様の事態を

生じさせないよう正確かつ慎重な対応をすべきである。 

（平成２７年度（行個）答申第７０号） 

など 

 

４）情報提供について付言したもの（９件） 

・ 上記３の結論において妥当とせざるを得ないと判断した請求文書２ないし請求文書５

及び請求文書７ないし請求文書１２の開示請求については，本来であれば，独立行政法

人等の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求の対象となるものと考え

られ，処分庁は同法に基づく開示請求ができることなどについて開示請求者に教示すべ

きものと認められる。 

今後，自己情報について開示請求をしようとする者に対しては，同法に基づく開示請

求を行うことができる旨を窓口で説明するなど，適切な対応をすることが望まれる。 

（平成２７年度（独情）答申第８号及び第１０号） 

・ 上記２（２）のとおり，処分庁は，依頼文書において，審査請求人に対して「会社か

ら提出された書類は控をお持ちでしょうから，請求する必要はないと考えます。」と教

示しているが，法１２条によれば，何人も行政機関の保有する自己を本人とする保有個

人情報の開示を請求することができるとされているところ，このことは，本人が自己を

本人とする保有個人情報を保有しているか否かを問わず行政機関に開示請求できるもの

であると解される。 

そうすると，会社から提出された書類に自己を本人とする保有個人情報が含まれてい

れば本件対象保有個人情報に該当するのであるから，処分庁が審査請求人に対して行っ

た教示は不適切であったといわざるを得ず，今後，処分庁は，このような教示をするこ
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とがないよう，法の趣旨を正しく認識し適切な対応を行う必要がある。 

（平成２７年度（行個）答申第８８号） 

など 

 

５）文書等の特定について付言したもの（８件） 

・ 本件においては，処分庁が，本件開示請求について，開示請求書の記載から推測可能

な異議申立人（開示請求者）が開示を求めている文書の範囲を理解せず狭義に解釈し，

議事録を本件対象文書として不存在の原処分を行っているが，上述のとおり，これに限

定する合理性は認められず，原処分前に開示請求者が開示を求める文書の内容を十分確

認すべきであったといえる。当初から開示請求者が求める文書の内容を適切に把握して

いれば，議事要旨を作成していることを教示するなどの対応も行い得たものと考えられ

る。 

今後は，開示請求の対象となる文書の特定に際しては，開示請求者の意図を十分に把

握し，適切に対応することが望まれる。 

（平成２７年度（行情）答申第１７７号） 

・ 諮問庁の理由説明書における説明や当審査会に対する説明から，処分庁は，本件開示

請求に対し，その趣旨を添付文書に記載されている想定問答集と限定的に解釈して対応

したことがうかがわれるが，かかる対応は，本件開示請求書に限定的な記載がないこと

から，法１条及び３条の趣旨に照らし，不適切と言わざるを得ない。 

開示請求内容に合致する文書が複数存在する場合には，その全てを対象文書として特

定した上で開示決定等を行う必要があり，仮に開示請求の趣旨に疑義がある場合には，

開示請求者にその趣旨を確認するか請求文言の補正を求めるべきであり，今後，処分庁

においては，開示請求に対する文書の特定に当たり，開示請求の趣旨を的確に把握した

上で，適切な対応をすることが望まれる。 

（平成２７年度（行情）答申第９１３号） 

など 

 

６）開示決定等の理由に提示について付言したもの（７件） 

・ 本件不開示決定通知書には，不開示とした理由について，「探索した結果，当該行政

文書の存在を確認することができなかった」旨記載されているところ，一般に，文書の

不存在を理由とする不開示決定に際しては，単に対象文書を保有していないという事実

を示すだけでは足りず，対象文書を作成又は取得していないのか，あるいは作成又は取

得した後に，廃棄又は亡失したのかなど，当該文書が存在しないことの要因についても

理由として付記することが求められる。 

したがって，原処分における理由付記は，行政手続法８条の趣旨に照らし，適切さを

欠くものであり，処分庁においては，今後の対応において，上記の点につき留意すべき

である。 

（平成２７年度（行情）答申第８０５号） 

など 
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７）開示決定等通知書の不適切な記載について付言したもの（６件） 

・ 異議申立てに対する決定については再度異議申立てをすることはできないところ，原

処分の行政文書開示決定（変更）通知書では，「開示する行政文書の名称」欄に変更後と

して本件対象文書及び当初対象文書を記載していることから，原処分において再度当初

対象文書を対象としたかのごとき外観となっており，当初対象文書に対し再度の異議申

立てができるとの誤解を与えかねないので，処分庁においては，今後，これを是正し，

開示決定等に当たって適切な対応を行うことが望まれる。 

（平成２７年度（行情）答申第８２号） 

など 

 

８）開示・不開示の判断について付言したもの（５件） 

・ 諮問庁は，上記第３の２（３）において，別表１に掲げる文書２の②及び文書７の部

分については，本来，特定事業場に関する情報であって，公にすることにより，当該事

業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものであるが，処分

庁において，本件審査請求人と，当該情報の提供に協力した特定事業場が同じであった

ことから，既に公にされている情報であると判断し，開示を行ったと説明している。 

当審査会において見分したところ，文書２の②は，特定事業場から労災請求人宛てに

提出された文書であり，文書７は，労働基準監督署の調査協力に応じて特定事業場から

提出された資料であり，各文書には，被災労働者の氏名，生年月日や，特定事業場の就

業規則，労災請求に対する事業主の申立内容等が記載されていることが認められた。 

当該部分は，いずれも法５条１号，２号イ又は６号柱書きの不開示情報に該当するも

のと認められるところ，これを誤って開示したことは極めて不適切である。 

このため，諮問庁においては，今後，処分庁に対して適切な開示・不開示の判断を行

うよう指導することが望まれる。 

（平成２７年度（行情）答申第８９７号） 

など 

 

９）審査会への対応について付言したもの（４件） 

・ 本件については，当審査会が諮問庁に対し，情報公開・個人情報保護審査会設置法９

条１項の規定に基づき，開示決定等に係る行政文書の提示を求め，再三にわたり督促し

たにもかかわらず，諮問庁から特に理由も示されないまま，諮問から１年以上経過して

も提示されない状態が続き，当審査会における審議に多大な支障を来したものである。 

諮問庁においては，今後，法の制度趣旨を十分に理解した上で，上記行政文書の提示

に当たって，迅速かつ適切な対応が強く望まれる。 

（平成２７年度（行情）答申第４０９号） 

など 

 

１０）補正に関する対応について付言したもの（３件） 

・ 異議申立人は，本件対象文書１の開示請求に係る１回目の求補正に対する回答書にお
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いて，文書課が提示した３文書のリストに「×」印を付していることなどから，少なく

とも当該３文書の開示を求めるものではないということは示されていたものと認められ

る。 

したがって，２回目の求補正において，このままでは形式上の不備を理由とする不開

示決定となる当該請求を維持するか，本件対象文書１の開示請求を撤回して本件対象文

書２のみの請求とするかの二者択一を求めたことは必ずしも適切とはいい難く，処分庁

としては，引き続き異議申立人に対し，改めて候補となり得る文書を提示するか，当該

３文書以外に候補となり得る文書を保有していないのであれば，その旨を伝えるなどし，

開示請求の意図を明らかにするよう努めることも可能であったと思われる。 

今後，開示請求に係る求補正の手続においては，上記の点を踏まえたより適切な対応

が望まれる。 

（平成２７年度（行情）答申第１８０号及び第１８１号） 

など 

 

１１）開示決定等に係る調査不足について付言したもの（２件） 

・ 本件については，処分庁において，開示請求の内容や本件の経緯等について十分に検

討を行い，適切に本件対象文書の探索，確認，精査を行っていれば，原処分時において，

本件対象文書の存在を確認できたはずである。 

処分庁においては，今後，開示決定等の対象となる文書の特定に当たって，十分に確

認を行うことが望まれる。 

（平成２７年度（行情）答申第１７号） 

など 

 

１２）文書管理について付言したもの（２件） 

・ 本件において，処分庁は，平成２６年９月１１日に開示請求を受け，原処分後の同年

１０月２７日に一部開示決定に対する不服申立てがあったにもかかわらず，上記のとお

り，本件請求文書に該当するものとして特定すべきであった本件データ等を同年１２月

以降に廃棄している。 

処分庁は，原処分の時点で本件データ等が本件請求文書には該当しないと判断したと

しても，原処分に対する不服申立てがされ，文書の特定の妥当性が争われたことにより，

処分庁が特定した文書に関連する文書については，諮問庁又は審査会が本件請求文書に

該当すると判断することがあり得るのであるから，本件データ等を安易に廃棄すること

のないよう配慮すべきであった。 

したがって，本件データ等については，処分庁の不適正な対応によって，異議申立人

の開示請求権の実効性を喪失させたと認められるので，今後，開示請求に係る文書管理

の在り方を是正すべきである。 

（平成２７年度（行情）答申第４５０号） 

など 
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１３）開示決定の迅速・的確化について付言したもの（１件） 

・ 本件においては，当初の対応が甚だ不適切であったため，結果として開示請求から原

処分までに１１７日間という長期間が経過している。今後は，開示決定手続について，

情報公開制度に関する事務処理手続の適正化を図るよう，諮問庁が処分庁を指導するこ

とが望まれる。 

（平成２７年度（行情）答申第４９２号） 

 

１４）その他（１３件） 

・ 本件対象文書の不開示維持部分については，不開示とすることが妥当と判断したとこ

ろであるが，今回の当審査会の判断は，現時点での公開調書の公開の範囲を前提とした

ものであり，諮問庁においては，今後も，被聴取者の同意が新たに得られた聴取結果書

については，内閣官房ホームページで随時公開していく予定としていることから，今後

の本件対象文書の開示決定に当たっては，その時点での公開調書の公開の範囲を踏まえ

て行うことが適当である。 

（平成２７年度（行情）答申第７２５号） 

など 
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【参考】平成２７年度に付言を行った答申一覧 

区  分 答 申 番 号 

１）諮問の遅れ・早期諮問に

ついて付言したもの（２２

件） 

平成２７年度（行情）答申第３３号 

平成２７年度（行情）答申第１５３号 

平成２７年度（行情）答申第２３９号 

平成２７年度（行情）答申第２７１号 

平成２７年度（行情）答申第３０１号 

平成２７年度（行情）答申第３１４号 

平成２７年度（行情）答申第４０９号 

平成２７年度（行情）答申第４２７号 

平成２７年度（行情）答申第４４２号 

平成２７年度（行情）答申第４４９号 

平成２７年度（行情）答申第４６２号 

平成２７年度（行情）答申第４８７号 

平成２７年度（行情）答申第４９０号 

平成２７年度（行情）答申第６６１号 

平成２７年度（行情）答申第６６７号 

平成２７年度（行情）答申第７０６号 

平成２７年度（行情）答申第７０７号 

平成２７年度（行情）答申第７０８号 

平成２７年度（行情）答申第７１４号 

平成２７年度（行情）答申第７８０号 

平成２７年度（行情）答申第８０１号 

平成２７年度（行情）答申第９１３号 

２）開示決定等における対象

文書の表記について付言した

もの（１１件） 

平成２７年度（行情）答申第４４０号 

平成２７年度（行情）答申第５１８号 

平成２７年度（行情）答申第５８６号 

平成２７年度（行情）答申第６１８号 

平成２７年度（行個）答申第８１号 

平成２７年度（行個）答申第８２号 

平成２７年度（行個）答申第８３号 

平成２７年度（行個）答申第９６号 

平成２７年度（行個）答申第１３４号 

平成２７年度（行個）答申第１３５号 

平成２７年度（行個）答申第１３６号 

３）開示の実施手続について

付言したもの（１０件） 

平成２７年度（行情）答申第６２０号 

平成２７年度（行情）答申第４８５号 

平成２７年度（独情）答申第２０号 

平成２７年度（独情）答申第２７号 
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平成２７年度（独情）答申第３６号 

平成２７年度（独情）答申第３７号 

平成２７年度（独情）答申第３８号 

平成２７年度（独情）答申第３９号 

平成２７年度（独情）答申第４０号 

平成２７年度（行個）答申第７０号 

４）情報提供について付言し

たもの（９件） 

平成２７年度（独情）答申第６号 

平成２７年度（独情）答申第７号 

平成２７年度（独情）答申第８号 

平成２７年度（独情）答申第９号 

平成２７年度（独情）答申第１０号 

平成２７年度（独情）答申第１１号 

平成２７年度（行個）答申第８３号 

平成２７年度（行個）答申第８８号 

平成２７年度（行個）答申第１５０号 

５）文書等の特定について付

言したもの（８件） 

平成２７年度（行情）答申第１５４号 

平成２７年度（行情）答申第１７７号 

平成２７年度（行情）答申第２２１号 

平成２７年度（行情）答申第５４５号 

平成２７年度（行情）答申第７０９号 

平成２７年度（行情）答申第９１３号 

平成２７年度（独情）答申第３９号 

平成２７年度（独情）答申第４０号 

６）開示決定等の理由の提示

について付言したもの（７

件） 

平成２７年度（行情）答申第６４号 

平成２７年度（行情）答申第２５０号 

平成２７年度（行情）答申第４８５号 

平成２７年度（行情）答申第８０５号 

平成２７年度（行情）答申第８０６号 

平成２７年度（行個）答申第９６号 

平成２７年度（行個）答申第１１４号 

７）開示決定等通知書の不適

切な記載について付言したも

の（６件） 

平成２７年度（行情）答申第６４号 

平成２７年度（行情）答申第８２号 

平成２７年度（行情）答申第８３６号 

平成２７年度（行個）答申第７６号 

平成２７年度（行個）答申第１２３号 

平成２７年度（行個）答申第１５０号 

８）開示・不開示の判断につ

いて付言したもの（５件） 

平成２７年度（行情）答申第２２１号 

平成２７年度（行情）答申第８９７号 

平成２７年度（独情）答申第７７号 
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平成２７年度（行個）答申第１２号 

平成２７年度（行個）答申第１１５号 

９）審査会への対応について

付言したもの（４件） 

平成２７年度（行情）答申第２７８号 

平成２７年度（行情）答申第４０９号 

平成２７年度（行個）答申第７６号 

平成２７年度（行個）答申第９０号 

１０）補正に関する対応につ

いて付言したもの（３件） 

平成２７年度（行情）答申第１８０号 

平成２７年度（行情）答申第１８１号 

平成２７年度（行情）答申第５６９号 

１１）開示決定等に係る調査

不足について付言したもの

（２件） 

平成２７年度（行情）答申第１７号 

平成２７年度（行個）答申第２号 

１２）文書管理について付言

したもの（２件） 

平成２７年度（行情）答申第４５０号 

平成２７年度（行個）答申第８８号 

１３）開示決定の迅速・的確

化について付言したもの（１

件） 

平成２７年度（行情）答申第４９２号 

１４）その他（１３件） 平成２７年度（行情）答申第６０２号 

平成２７年度（行情）答申第６５９号 

平成２７年度（行情）答申第６６０号 

平成２７年度（行情）答申第６６２号 

平成２７年度（行情）答申第７２５号 

平成２７年度（行情）答申第７６３号 

平成２７年度（行情）答申第８５７号 

平成２７年度（独情）答申第３６号 

平成２７年度（独情）答申第３７号 

平成２７年度（独情）答申第３８号 

平成２７年度（独情）答申第３９号 

平成２７年度（独情）答申第４０号 

平成２７年度（行個）答申第１３０号 

（注） 平成２７年度（行情）答申第６４号，第２２１号，第４０９号，第４８５号，第９１３号及び平

成２７年度（独情）答申第３６号，第３７号，第３８号，第３９号，第４０号並びに平成２７年度

（行個）答申第７６号，第８３号，第８８号，第９６号，第１５０号においては，複数の項目にわ

たって付言している。 
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